
 

 

くまもと間伐材安定供給対策事業実施要領 

 

第１条 趣旨 

「くまもと間伐材安定供給対策事業」(以下「本事業」という。)の実施に関しては、熊本

県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び熊本県

農林水産業振興補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領

の定めるところによる。 

 

第２条 目的 

   間伐材流通経費等の一部を助成し、森林所有者等の間伐意欲を喚起することにより、県内

の森林の適正な森林整備に資するほか、建築用材における国産材利用の気運が高まっている

ことを踏まえ、間伐材の安定供給を推進することを目的として、事業を実施する。 

 

第３条 事業実施主体 

   本事業の実施主体は、要項別表に定めるほか、次のとおりとする。 

 （１）森林経営計画の認定を受けた森林所有者等とは、県内の森林で森林経営計画の認定を

受けた者、特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者とす

る。 

 （２）森林所有者と間伐材生産出荷に係る委託契約を締結した県内の森林組合には、熊本県

森林組合連合会を含むものとする。 

 

第４条  補助金額 

  補助金額は、要項別表に定めるとおりとし、以下の区分に応じて交付する。 

   ①補助の対象とする間伐材（以下「補助対象材」という。）を素材市場に出荷した場合

に 1 立方メートル当たり、１，７００円を上限として交付するものを、「区分１」と

する。 

   ②補助対象材を製材工場に出荷した場合に１立方メートル当たり、１，２００円を上限

として交付するものを、「区分２」とし、製材工場には合板工場を含むものとする。 

 

第５条 補助対象の条件 

    補助対象材は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

  （１）補助対象材は、スギ・ヒノキに限る。 

（２）補助対象材は、国有林、公有林及び国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備セ

ンターの実施する水源林造成事業により整備された森林で生産されたものではない。 

ただし、森林（立木）の所有が私有である分収林で生産されたものはこの限りでない。 

 （３）補助対象材は、５齢級以上１８齢級以下の森林で生産された材とする。 

  （４）補助対象材は、原則として、林道、公道（全幅３．０メートル以上の車道）、林業専

用道（以下「林道等」という。）から最遠部までの距離が斜距離で１００メートル以上

ある間伐施行地（以下、「対象間伐林」という。）で生産された材であるものとする。  

 （５）補助対象材は、出荷時の材長が原則として２メートル以上あるものとする。 

 （６）補助対象材は、素材市場へ出荷したＡ材・Ｂ材、製材工場又は合板工場へ出荷した材

とする。なお、Ａ材とは主に建築用材に使われる通直材、Ｂ材とは主に合板、集成材用

ラミナに利用される小曲がり材とする。 

 



 

 

第６条 補助の範囲 

補助の範囲は次の各号に掲げるものとする。 

  （１）１ヘクタール当たりの間伐材出荷量が８０立方メートルを超える場合、８０立方メ

ートルを超える分についての補助は行わない。 

 （２）事業実施主体が複数の市町村にまたがって補助対象材を生産する場合、補助事業者

は、自市町村で生産される分のみを補助対象とする。 

 

第７条 実施計画書等の提出 

  （１）要項第３条の事業実施計画書の様式は、別記第１号様式とする。 

  （２）知事は提出された事業計画について、県の予算の範囲内で承認し、別記第２号様式

により通知する。 

 

第８条  実施計画の変更協議 

  （１）要項第５条の事業実施変更計画書の様式は、別記第１号様式とする。 

（２）事業実施変更計画書の提出があった場合には、県の予算の範囲内で調整を行い、別

記第３号様式により通知する。 

 

第９条 補助金交付申請 

  要項第６条第２項第１号の事業計画書の様式は、別記第１号様式とする。 

 

第１０条 補助金の交付の条件 

  補助金交付の条件は、規則第５条第１項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

（１） 対象間伐林においては、事業完了年度の翌年度から起算して５年間は皆伐を行っては

ならない。また、森林以外の用途へ転用（森林所有者が当該間伐対象林を売り渡し、

若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をされた後、森林以外の用途へ転用さ

れる場合を含む。）してはならない。 

 ただし、公共の用に供するとき等において、やむを得ない事由があると認められる

ときはこの限りでない。 

 （２）補助事業者は、規則、要項及びこの要領に従わなければならない。 

 （３）補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入及び支出

について証拠書類を、事業終了の翌年から起算して５年間保管しなければならない。 

２ 第１項ただし書きの規定により対象間伐林を皆伐または森林以外の用途へ変更等する場

合、補助事業者は知事に協議を申し入れなければならない。 

３ 前項の協議申し入れにおいて、補助事業者は、次に掲げる資料を提出するものとする。 

 （１）森林の皆伐（転用）協議書（別記第１４号様式） 

 （２）補助金交付申請書の写し 

 （３）補助金の交付決定及び額の決定通知書の写し 

 

第１１条 変更申請 

   要項第８条第２項の事業変更計画書の様式は、別記第１号様式とする。 

 

第１２条 事業の完了 

  補助事業者は、事業が完了したときは、第１３条の（１）によるしゅん工検査を速やかに

実施し、検査復命の写しを添付のうえ、要項第１１条に基づく工事完成報告書（要項別記第

９号様式）を提出しなければならない。 



 

 

 

第１３条 検査 

  （１）補助事業者におけるしゅん工検査は、国庫補助を受けて間伐を実施したものについて

は書類検査、国庫補助を受けずに間伐を実施したものについては書類検査及び現地検査

とする。 

なお、国庫補助を受けて間伐を実施したものについては、しゅん工検査実施報告書（別

記第４号様式）、実施一覧（別記第６号様式）、国庫補助を受けずに間伐を実施したも

のについては、しゅん工検査実施報告書（別記第５号様式）、実施一覧（別記第７号様

式）をそれぞれ作成し、施行箇所総括位置図（別記第８号様式）を添付して提出するも

のとする。 

   ア 書類検査 

   (ア) 事業実施主体が受託して実施したものについては、契約関係（受託契約、作業依

頼書等）の確認（全件） 

      (イ) 森林所有者が実施主体の場合（自ら作業を行った場合）、森林経営計画の認定を

受けているかどうかの確認（全件） 

      (ウ) 森林簿等による樹種、林齢及び面積の確認（全件） 

 (エ)  森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの

距離が、斜距離で１００メートル以上の森林であるかの確認（全件） 

      (オ) 出荷伝票等による補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２メートル以上の材（区

分１においてはＡ材又はＢ材））の確認と数量の確認（全件） 

      (カ) １ヘクタール当たりの間伐材出荷量が第６条の（１）を満たしているかの確認（全

件） 

    イ 現地検査 

      現地検査は、国庫補助を受けずに間伐を実施したものについて行うこととし、該当する

実施箇所全体の３割以上を抽出により行うものとする。 

      (ア) 対象間伐林の確認と、樹種がスギかヒノキであることの確認 

      (イ) 間伐木の伐根の年輪等により５～１８齢級であるかの確認 

      (ウ) 対象間伐林の状況による間伐面積及び出荷伝票等の数量の妥当性の確認 

  （２）所管の広域本部長（阿蘇及び球磨地域振興局管内にあっては所管の地域振興局長、

県央広域本部管内にあっては上益城地域振興局長。以下「広域本部長等」という。）

は、補助事業者から第１２条による工事完成報告書の提出があった場合、国庫補助を

受けて間伐を実施したものについては書類検査、国庫補助を受けずに間伐を実施した

ものについては書類検査及び現地検査を実施するものとする。 

なお、国庫補助を受けて間伐を実施したものについては、確認検査復命書（別記第

９号様式）、実施一覧（別記第１１号様式）、国庫補助を受けずに間伐を実施したもの

については、確認検査復命書（別記第１０号様式）、実施一覧（別記第１２号様式）を

それぞれ作成し、農林水産部長に提出しなければならない。 

また、検査箇所の選定及び決定については、広域本部長等が行うものとする。 

    ア 書類検査 

   (ア) 事業実施主体が受託して実施したものについては、契約関係（受託契約、作業依

頼書等）の確認（実施箇所の１割以上） 

      (イ) 森林所有者が実施主体の場合（自ら作業を行った場合）、森林経営計画の認定を

受けているかどうかの確認（実施箇所の１割以上） 

      (ウ) 森林簿等による樹種、林齢及び面積の確認（実施箇所の１割以上） 

      (エ) 出荷伝票等による補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２メートル以上の材（区



 

 

分１においてはＡ材又はＢ材））の確認と数量の確認（実施箇所の１割以上） 

      (オ) １ヘクタール当たりの間伐材出荷量が第６条の（１）を満たしているかの確認（実

施箇所の１割以上） 

   (カ) 森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの

距離が、斜距離で１００メートル以上の森林であるかの確認（実施箇所の１割以上） 

    (キ) 市町村検査復命書の確認 

    イ 現地検査 

現地検査は、国庫補助を受けずに間伐を実施したものについて行うこととし、補助事業

者が現地調査した以外のもので、全実施箇所の１割以上を抽出により行うものとする。 

      (ア) 対象間伐林の確認と、樹種がスギかヒノキであることの確認 

      (イ) 間伐木の伐根の年輪等により５～１８齢級であるかの確認 

      (ウ) 対象間伐林の状況による間伐面積及び出荷伝票等の数量の妥当性の確認 

     

第１４条 実績報告 

要項第１３条第２項第１号の事業実績書の様式は、別記第１３号様式とする。 

 

第１５条 補助金事務取扱い 

   事業実施主体の補助金事務取扱いについて、次により行うことができるものとする。 

  （１）森林組合以外の事業実施主体の場合、事業（変更）計画書、補助金交付申請書、事業

完了届、実績報告書の作成及び提出、しゅん工検査に関する立会い、補助金受領及び支

払に関する行為・事務について、森林組合に委託することができるものとする。 
 （２）この際、森林組合の補助金事務取扱手数料は、原則として実費の範囲内とする。 

 

第１６条  事業の推進 

    補助事業者は、事業実施主体とともに森林所有者に対し、本事業の円滑な推進のため十分

な広報活動を行うほか、間伐の推進と間伐材の安定供給についての普及活動を行うこととす

る。 

 

第１７条 書類の経由 

規則、要項又はこの要領に基づき知事に提出する書類は、広域本部長等を経由するものと

する。 

 

第１８条 雑則 

  この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

  

附 則  
１  この要領は、令和５年（２０２３年）９月２６日から施行する。 



 

 

別記第１号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施（変更）計画書 

１ 事業計画及び経費（補助金）の配分                            （単位：円） 

事業内容 区分 

 

面積 

(ha) 

 

間伐材 

出荷量 

 (㎥) 

補助事業 

に要する 

経費 

経費内訳 
補助単価 

（円／㎥） 

県費 市町村費 県 市町村 

間伐材 

生産経費

補助 

 

 

区分１ 

     

  

 

 

区分２ 

     

  

 
 

合計 
 
 

     

  

注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

        

２  変更理由 

 

 

（記載方法）①記載は最高４段書きとし、最下段を実施計画（市町村記載）、２段目を承認

計画（農林水産部長記載、変更の際は市町村記載）、３段目を変更実施計画

（市町村記載）、４段目を変更承認計画（農林水産部長記載）を記載するも

のとする。 

       ②承認計画を変更する場合には、２変更理由を簡潔に記入する。 

③面積は小数第２位まで記載する。 

       ④間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

 



 

 

別記第２号様式 

                                                               第      号 

                                                           令和  年  月   日 

 

   市町村長    様 

 

                                                    熊本県知事    

 

 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施計画書の承認について 

 令和  年  月  日付け  第   号で提出のあった令和  年度くまもと間伐材

安定供給対策事業実施計画について別紙のとおり承認しますので、熊本県補助金等交付規則第

３条及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項第６条の規定に基づき、補助金交付申請書を

令和  年  月  日までに提出してください。 

  なお、補助予定額は下記のとおりとしますので申し添えます。 

記 

 内示額                円 

 

注）別記第１号様式（事業実施計画書）の写しに承認計画（２段目）を朱書きしたものを添付 



 

 

別記第３号様式 

                                                             第      号 

                                                           令和  年  月   日 

 

   市町村長     様 

 

                                                    熊本県知事    

 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業変更実施計画書の承認について 

 令和  年  月  日付け  第   号で提出のあった令和  年度くまもと間伐材

安定供給対策事業変更実施計画について別紙のとおり承認しますので、熊本県補助金等交付規

則第７条及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項第８条の規定に基づき、変更申請書を令

和  年  月  日までに提出してください。 

 

 

注）別記第１号様式（事業実施変更計画書）の写しに承認計画（４段目）を朱書きしたものを

添付 



 

 

別記第４号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業しゅん工検査実施報告書 

（国庫補助を受けて間伐を実施したもの） 

１ 市町村名 

２ 事業期間 

３ 事業実施主体 

４  検査年月日 

５ 間伐材生産経費補助検査総括表                                 （単位：円） 

 間伐実 

施区分 

 

 

件数 
面積 

(ha) 

間伐材 

出荷量 

(㎥) 

補助事業に 

要する経費 
補助負担 補助単価(円/㎥) 

県費 市町村費 県費 市町村費 

 

補

助 

申 

請 

 

区分１ 

      
  

 

区分２ 

      
  

合計         
   

注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

 

 

 



 

 

別記第５号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業しゅん工検査実施報告書 

（国庫補助を受けずに間伐を実施したもの） 

１ 市町村名 

２ 事業期間 

３ 事業実施主体 

４  検査年月日 

５ 間伐材生産経費補助検査総括表                                 （単位：円） 

 
間伐実 

施区分 
件数 

面積 

(ha) 

間伐材 

出荷量 

(㎥) 

補助事業に 

要する経費 

補助負担 補助単価(円/㎥) 

県費 市町村費 県費 市町村費 

補

助 

申 

請 

 

区分１ 

      
  

 

区分２ 

      
  

合計         

抽 

出 

検 

査 

 

区分１ 

      
  

 

区分２ 

      
  

合計         

検査抽出率 

（件数率） 
         ％      

    ※現地検査抽出率は抽出検査件数／全実施件数 

注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

 



 

 

別記第６号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施一覧 

（国庫補助を受けて間伐を実施したもの） 

１ 検査年月日 

２ 検査員職氏名 

３ 事業実施主体 

補助金 

申請整 

理番号 
林班 小班 

面積 

(ha) 

間伐材 

出荷量 

（㎥） 

書  類  検  査  （  全  件  ） 

樹種 林齢 
距離 

確認 

受託 

契約 

書 

伝票 

数量 

確認 

1-1          

1-2  

2-1          

2-2  

3-1          

3-2  

4-1          

4-2  

5-1          

5-2  

合計    
（書類検査） 

①森林簿等により、樹種、林齢及び面積の確認を行った。（樹種、林齢の記入） 

②森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの距離が斜

距離で１００ｍ以上であることを確認した。（○を記入） 

③事業実施主体が受託により実施したものについては、作業の委託契約がなされているかの

確認を行った。（○を記入） 

④事業実施主体が受託をしていないものについては確認不要。（―（ハイフン）を記入） 

  ⑤出荷伝票等により、補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２ｍ以上の材（区分１におい

てはＡ材又はＢ材））の確認と、数量の集計確認を行った。（○を記入） 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

 



 

 

別記第７号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施一覧 

（国庫補助を受けずに間伐を実施したもの） 

１ 検査年月日 

２ 検査員職氏名 

３ 事業実施主体 

補助金 

申請整 

理番号 
林班 小班 

面積 

(ha) 

間伐材

出荷量 

（㎥） 

現地検査（抽出３割以上） 書類検査（全件） 

樹種 林齢 
間伐 

状況 

確認 

樹

種 
林齢 

距離 

確認 

受託

契約

書 

伝票 

数量 

確認 

1-1             

1-2   

2-1             

2-2   

3-1             

3-2   

4-1             

4-2   

5-1             

5-2   

合計    
（現地検査）  

① 樹種については現地でスギ又はヒノキであることを確認した。（○を記入） 

  ②林齢については間伐木の伐根の年輪等により５～１８齢級であることの確認を行った。

（○を記入） 

  ③現地での間伐の状況から間伐面積及び間伐材出荷量が適当と判断した。（○を記入） 

（書類検査） 

  ④森林簿等により、樹種、林齢及び面積の確認を行った。（樹種、林齢の記入） 

  ⑤森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの距離が、

斜距離で１００ｍ以上であることを確認した。（○を記入） 

  ⑥事業実施主体が受託により実施したものについては、作業の委託契約がなされているかの

確認を行った。（○を記入） 

 ⑦事業実施主体が受託をしていないものについては確認不要。（―（ハイフン）を記入） 

  ⑧出荷伝票等により、補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２ｍ以上の材（区分１におい

てはＡ材又はＢ材））の確認と、数量の集計確認を行った。（○を記入） 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 



 

 

別記第８号様式 

 

施 行 箇 所 総 括 位 置 図 

 

                                                               郡         町 

                                                               市         村 
 

 縮尺 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 施行箇所の申請番号を○印で囲み表示すること。 

      ２  図面は１／５万地形図、１／２万５千地形図、これに準じた市町村管内図 

          でも良い。 

 



 

 

別記第９号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業確認検査復命書 

（国庫補助を受けて間伐を実施したもの） 

１  補助事業者名 

２ 事業実施主体 

３  検査年月日 

４ 間伐材生産経費補助検査総括表                                 （単位：円） 

 
間伐実 

施区分 
件数 

面積 

(ha) 

間伐材 

出荷量 

(㎥) 

補助事業に 

要する経費 

補助負担 補助単価(円/㎥) 

県費 市町村費 県費 市町村費 

補 

助 

申 

請 

 

区分１ 

      
  

 

区分２ 

      
  

合計         
注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

 

 

 

          

 令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業について、出荷伝票等事業量が確認できる書

類、市町村検査等について書類検査を実施しましたところ、関係規則等に照らし適正と認めら

れますので復命します。 

 

広域本部長（地域振興局長） 様 

 

           令和  年  月  日 

                                              検査員職氏名               



 

 

別記第１０号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対事業確認検査復命書 

（国庫補助を受けずに間伐を実施したもの） 

１  補助事業者名 

２ 事業実施主体 

３  検査年月日 

４ 間伐材生産経費補助検査総括表                                 （単位：円） 

 
間伐実 
施区分 

件数 
面積 
(ha) 

間伐材 
出荷量 
(㎥) 

補助事業に 
要する経費 

補助負担 補助単価(円/㎥) 

県費 市町村費 県費 市町村費 

補 
助 
申 
請 

 
区分１ 

 

      
  

 
区分２ 

 

      
  

合計         

抽 
出 
検 
査 

 
区分１ 

 

      
  

 
区分２ 

 

      
  

合計         
検査抽出率 
（件数率） 

         ％ 
 

     

  ※現地検査抽出率は抽出検査件数／全実施件数 

  注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

            

 令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業について、現地検査のほか契約関係（受託契

約書等）、出荷伝票等事業量が確認できる書類、市町村検査等について書類検査を実施しまし

たところ、関係規則等に照らし適正と認められますので復命します。 

 

広域本部長（地域振興局長） 様 

                       令和  年  月  日 

                                              検査員職氏名               



 

 

別記第１１号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施一覧 

（国庫補助を受けて間伐を実施したもの） 

１ 検査年月日 

２ 検査員職氏名 

３ 補助事業者名 

４ 事業実施主体名 

補助金 
申請整 
理番号 

林班 小班 
面積 
(ha) 

間伐材 
出荷量 
（㎥） 

書  類  検  査  （抽出１割以上） 

樹種 林齢 
距離 
確認 

伝票 
数量 
確認 

1-1         

1-2    

2-1         

2-2    

3-1         

3-2    

4-1         

4-2    

5-1         

5-2    

合計    

（書類検査） 

  ①森林簿等により、樹種、林齢及び面積の確認を行った。（樹種、林齢の記入） 

  ②森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの距離が、

斜距離で１００ｍ以上であることを確認した。（○を記入） 

  ③出荷伝票等により、補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２ｍ以上の材（区分１におい

てはＡ材又はＢ材））の確認と、数量の集計確認を行った。（○を記入） 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 



 

 

別記第１２号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実施一覧 

（国庫補助を受けずに間伐を実施したもの） 

１ 検査年月日 

２ 検査員職氏名 

３ 補助事業者名 

４ 事業実施主体名 

補助金 
申請整 
理番号 

林班 小班 
面積 
(ha) 

間伐材
出荷量 
（㎥） 

現地検査（抽出１割以上） 
書類検査 

抽出１割以上 

樹種 林齢 
間伐 
状況 
確認 

樹
種 

林齢 
距離 
確認 

伝票 
数量 
確認 

受託
契約
書 

1-1             

1-2     

2-1             

2-2     

3-1             

3-2     

4-1             

4-2     

合計    

（現地検査）  

① 樹種については現地でスギ又はヒノキであることを確認した。（○を記入） 

② 林齢については間伐木の伐根の年輪等により５～１８齢級であることの確認を行った。

（○を記入） 

  ③現地での間伐の状況から、間伐面積及び間伐材出荷量が適当と判断した。（○を記入） 

（書類検査） 

③ 森林簿等により、樹種、林齢及び面積の確認を行った。（樹種、林齢の記入） 

  ⑤森林計画図による施行箇所位置図により、林道等から対象間伐林の最遠部までの距離が、

斜距離で１００ｍ以上であることを確認した。（○を記入） 

  ⑥事業実施主体が受託により実施したものについては、作業の委託契約がなされているかの

確認を行った。（○を記入） 

 ⑦事業実施主体が受託をしていないものについては確認不要。（―（ハイフン）を記入） 

  ⑧出荷伝票等により、補助対象材（樹種がスギ・ヒノキで材長２ｍ以上の材（区分１におい

てはＡ材又はＢ材））の確認と、数量の集計確認を行った。（○を記入） 

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 



 

 

別記第１３号様式 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業実績書 

（単位：円） 

事業内容 区分 
間伐材 
出荷量 
（㎥） 

補助事業に 
要する経費 

経費内訳 

備考 

県 費 市町村費 

間伐材生産
経費補助 

 
区分１ 

 

  
  

 
内訳は別紙 

 
区分２ 

 

  
  

合計 
    

  注）区分１：素材市場へ出荷する場合 

区分２：製材工場又は合板工場に直送する場合 

 

 



 

 

別記第１３号様式の別紙 

 

令和  年度くまもと間伐材安定供給対策事業箇所別実績書 
 

事業実施年度 事業実施主体名 事業実施主体代表者名 

   

 

整理 
番号 

林班 小班 森林所有者 林齢 
面積 
(ha) 

 
間伐材出荷量 

（㎥） 出荷先 
備
考 

区分１ 区分２ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

補助区分 申請件数 間伐面積 県補助単価 県補助金額 

 
区分１ 件   ｈａ 

円／㎥ 
 円 

 
区分２ 件   ｈａ 

円／㎥ 
 円 

合 計 件   ｈａ 
 

 円 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 

  ③出荷先は間伐材を出荷した市場や製材工場等の商号等を記入する。 

 ④同一小班から区分１、２へ出荷した場合、面積が二重計上とならないよう留意すること。 

 



                                          

 

別記第１４号様式 

                                  第       号 

                                                          令和  年  月   日 

 

  熊本県知事     様 

 

                                                        市町村長名 

 

森林の皆伐（転用）協議書 

 くまもと間伐材安定供給対策事業実施要領第１０条第２項の規定により、下記のとおり

森林を皆伐（森林以外の用途へ転用）したいので協議します。 

記 

森林の皆伐又は森林

の転用を行う目的及

び理由 

 

補助金 

交付年度 

くまもと間伐材

安定供給対策事

業補助に係る森

林の所在地 

面 積 

（ha） 

補助を受け

た間伐材積

(㎥) 

森林の皆伐又は

森林の転用の対

象となる森林の

所在地 

面 積 

（ha） 

補助を受け

た間伐材積

(㎥) 

       

       

       

 

※記載方法 

①面積は小数第２位まで記載する。 

  ②間伐材出荷量は整数とし、１立方メートル未満は切り捨てとする。 


